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本マニュアルを運用するにあたっての注意事項等 

 

 

１．本マニュアルの適用範囲 

本マニュアルは、川崎市港湾局発注の「川崎市港湾工事共通仕様書（令和７年４月版）」

及び「川崎市土木工事共通仕様書（令和６年４月版）（令和６年１２月一部改訂）」を適用す

る工事を対象とする。 

 

２．本マニュアルに掲載している様式 

工事様式については、建設緑政局の書式を主として使用し、建設緑政局の書式に無いも

のについては、港湾局の書式を使用するものとする。 

なお、本マニュアルで掲載している様式については、川崎市港湾局ホームページの工事

書類書式・工事書類作成マニュアル（港湾局版）に掲載している。  

https://www.city.kawasaki.jp/580/page/0000175751.html  （ホームページ） 

 

３．検査時の留意点  

提示となっている書類については、提出は不要であるが、完成検査時に検査員へ提示で

きるよう、「工事作成書類一覧」や「完成確認チェックリスト（完成届用）」（財政局検査課）

を基に整理を行うとともに必要に応じて受注者がノートパソコン等により速やかに提示で

きるように準備しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

書類作成マニュアルの主な簡素化項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事作成マニュアル

内容

産業廃棄物管理票
（マニフェスト）

・コピーまたは原本を提出している場
合が多い。

・監督・検査時に提示すればよく、原
本又はコピーの提出は不要。
・原本は、排出事業者である受注者が
保管。

建退共
・共済手帳への証紙貼付け確認の為、
手帳のコピーを提出しているケースが
多い。

・共済手帳の写しについては、提出不
要。

施工計画書

・工事概要の工事内容は。設計図書を
再度パソコンで打ち直している。
・「計画工程表」の取扱いは、工事・
監督員により程度が異なる。

・工事概要の工事内容は、設計図書の
写しでよい。
・監督員の承諾を得た場合、計画工程
表は契約時提出の工程表の写しでよ
い。

工事写真
・紙及び、電子媒体にて提出を行って
いる。

・電子媒体にて完成検査を受検する場
合には、紙媒体の提出は不要。

コリンズ登録
・登録確認書に打合せ簿をつけて提出
している。

・コリンズからメール送信される登録
内容確認書を監督員が保管。

安全関係資料

・災害防止協議会活動記録、安全パト
ロール実施記録、安全巡視、ＴＢＭ、
ＫＹ実施記録及び新規入場者教育実施
記録を提出しているケースが多い。

・災害防止協議会活動記録、安全パト
ロール実施記録、安全巡視、ＴＢＭ、
ＫＹ実施記録及び新規入場者教育実施
記録は施工プロセスにて確認を行う
為、提出は不要である。

安全訓練等
実施資料

・実施した際の資料について、添付す
ることが多い。

・原本を提示すればよく、原本又はコ
ピーの提出は不要とする。

下請編成表
・施工体系図と下請編成表の２種類提
出している場合が多い。

・施工体系図にて確認できるため、下
請編成表の提出は不要。

変更施工計画書
・変更があった際の変更施工計画書に
ついて、軽微な変更の場合でも提出を
求めている。

・数量のわずかな増減等の軽微な変更
で施工計画に大きく影響しない場合
は、監督員の承諾を得て新たな変更施
工計画書の提出を省略できる。

現場環境改善
・現場環境改善に取り組んだ項目につ
いて、報告書の提出を求めている。

・工事打合せ簿等による実施報告書の
作成は不要
※現場環境改善の写真撮影は、土木工
事写真管理基準により必要。

書類名 以前の運用状況等
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※1：様式番号に「港」と記載されているものは、港湾局書式を参照、それ以外は建設緑政局の書式を参照のこと。 

※2：検査については、検査時に確認を求めているものである。よって、発注者・受注者いずれかが提示できれば良い。 
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※1：様式番号に「港」と記載されているものは、港湾局書式を参照、それ以外は建設緑政局の書式を参照のこと。 

※2：検査については、検査時に確認を求めているものである。よって、発注者・受注者いずれかが提示できれば良い。 
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１．契約着手前 

１－１ 建設リサイクル法説明書 

  建設リサイクル法の対象工事（請負金額が 500 万円以上で、特定建設資材を利用（新築）もし

くは搬出（解体）する工事）は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条及び特

定建設資材に係る分別解体等に関する省令第 4 条に関する手続き特記仕様書」の手続きに基づ

き、以下の通り書類を作成すること。 

  受注者は、工事契約締結前に建設リサイクル法第 12 条に基づき、分別解体等の内容について

記載した「説明書」及び添付資料を PDF データに変換して発注者に提出し、内容を説明（協議）

すること。  

また、受注者は、下請負者にも「説明書」の写しを交付し、同様の説明をすること。  

※書面を発注者に紙で提出することも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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記載例 
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１－２ 建設リサイクル法第 13 条書面 

  契約日の 2 日前（土日祝含まず）までに「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第

13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第 4条に基づく書面」（以下、「13条書面」

という）を記載の上、その 13 条書面を発注者にメール（PDF 形式）で提出し、書面の「施設の

名称」の欄に記載した施設が指定工場（特定建設資材廃棄物等の再資源化処理施設）及び、建設

発生木材等再資源化指定事業者であることを確認後、発注者から受注者及び財政局契約課へメ

ール（PDF 形式）を送付する。  

※書面を発注者窓口に紙で提出することも可能である。  

※紙契約の場合、必ず発注者からメールで送付された書面データを印刷し、契約書に綴るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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１－３ 類似工事施工等実績確認（申請）書 

  入札条件で類似工事実績を求めている工事が対象となる。 

  受注者は、類似工事の実績を証明する資料（コリンズ等）と類似工事施工等実績確認（申請）

書を整備課に持参し、内容確認してもらう。工事担当職員は、内容に問題がなければ、類似工事

施工等実績確認（申請）書に受付印を押して業者に返却。その後、業者は類似工事施工等実績確

認（申請）書を契約課に提出する。 

 

記載例 
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１－４ 工事着手届 

  受注者は、契約締結後 7 日以内に工事着手届を提出しなければならない。  

（川崎市契約規則第 63 条 着手期限等）  

なお、この届けにおける工事着手日は、川崎市契約規則第 63条によるものであり、本様式以

外での工事着手の意味は、実際の工事のための準備工事に取り掛かることを意味するため、注

意すること。 また、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別な事情がない限り、契約書に定

める契約日以降 30 日以内（海上工事の場合は 45日以内）に着手しなければならない。 

                   （川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-8 工事の着手） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-2 42 工事着手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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１－５ 現場代理人・主任技術者等設置（変更）届  

受注者は、現場代理人・主任技術者等設置届を工事請負契約締結後すみやかに発注者に提出

する。さらに、入札参加申込時に提出した配置予定技術者の写しも添付すること。また、現場代

理人等を変更した場合は、その都度変更届を提出する。  

（川崎市工事請負契約約款第 11 条 現場代理人及び主任技術者等） 

  

（１）現場代理人の兼任  

次に掲げる各号の条件を全て満たす工事については、合計で 2 件まで現場代理人の兼任を

認めるものとする。  

ア 監督部署が同一であるもの。  

イ 各工事の請負金額が 4,500 万円（建築一式工事の場合は 9,000 万円）未満の工事  

（現場代理人の常駐義務緩和要綱第 2条 兼任条件） 

  

（２）監理技術者  

監理技術者を設置した場合、次の書類を設置届に添付する。  

ア 監理技術者資格者証の写し  

イ 監理技術者講習修了証の写し  

※平成 28 年 6 月１日より「監理技術者資格証」と「講習修了証」が統合 

ウ 監理技術者が雇用関係を限定することなく雇用されていることを証明する書類の写し 

（例：健康保険証、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書等の写し）  

  

（３）主任技術者  

主任技術者を設置した場合、次の書類を設置届に添付する。  

ア 許可を受けようとする業種の工事について高校等（指定学科）を卒業後 5 年以上、大学・

高等専門学校（指定学科）を卒業後 3年以上の実務経験を有する者  

① 主任技術者経歴証明書  

② 雇用関係を限定することなく雇用されていることを証明する書類の写し  

（例：健康保険証、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書等の写し）  

  

イ 許可を受けようとする業種の工事について、10 年以上の実務経験を有する者  

① 主任技術者経歴証明書 

② 雇用されていることを証明する書類の写し  

（例：健康保険証、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書等の写し）  

  

ウ アまたはイと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者（国家試験に合格した者

建設業法施行規則第七条の三に規定する者）  

① 資格証の写し 

② 雇用されていることを証明する書類の写し  

（例：健康保険証、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書等の写し） 
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建設業法における技術者制度 

許可を受けている業
種 

指定建設業（７業種） 

（土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園） 

工事業 

その他（左以外の２２業種） 

大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイ

ル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラ

ス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、

電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃

施設、解体工事業 

許可の種類 特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業 

元請工事における 

下請金額合計 

5,000 万円 

※1 以上 

5,000 万円 

※1 未満 

5,000 万円 

※1 以上は 

契約できない 

5,000 万円 

以上 

5,000 万円 

未満 

5,000 万円 

以上は 

契約できない 

工
事
現
場
の
技
術
者
制
度 

工事現場に置く 

べき技術者 
監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者 

技術者の資格要件 

①一級国家資格者 

②国土交通大臣 

特別認定者 

①一級・二級国家資格者 

②指定学科卒業＋実務経験者 

③実務経験者（10 年以上） 

①一級国家資格

者 

②指導監督的な 

実務経験者 

①一級・二級国家資格者 

②指定学科卒業＋実務経験者 

③実務経験者（10 年以上） 

技術者の現場専任 公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が 4,500 万円※2※3 以上となる工事 

監理技術者資格者

証の必要性 

公共性のある建

設工事のときに必

要 

必要ない 

公 共性 のあ る

建 設 工 事 の と

きに必要 

必要ない 

※１：建築工事一式の場合 8,000 万円  ※２：建築工事一式の場合 9,000 万円 

 ※３：監理技術者補佐を配置する場合、監理技術者は合計で２件まで兼任をすることができる。(建設業法第 26 条) 
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記載例 
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１－６ 工程表 

  受注者は、工程表を契約締結後 7日以内に、発注者に提出しなければならない。  

（川崎市工事請負契約約款第 3条 工程表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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１－７ 共同企業体編成表  

受注者は、共同企業体が行う工事については、工事始期日以降すみやかに川崎市共同企業体

取扱要綱第 12 条にもとづく「共同企業体編成表（第 3 号様式）」を監督員に提出しなければな

らない。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-8 工事の着手） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-8 工事着手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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１－８ 前払金申請書類 

  受注者は、川崎市工事請負契約約款第35条に基づき、前払金の支払いを発注者に請求できる。  

請求に当たっては、「請求書」及び「前払金保証証書」を提出すること。前払金保証証書とは、

受注者と前払金保証事業を営む保証会社との、前払金の保証に関する契約を締結した契約証書

のことである。 なお、令和 5年 4 月 1日より紙の保証証書に代わってインターネットを通じた

電子証書での確認も可能となっており、受注者は電子証書を閲覧するための認証キー（暗証番

号）を提出する。 

（川崎市工事請負契約約款第 35 条 前払金の請求及び支払の時期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子保証証書の例 

保 証 契 約 番 号  ○○○○○-○○○○

保   証  契   約   者
 ○○県○○市○○区○○○・・・
 株式会社○○○建設 様

被   保   証   者  川崎市⾧ 様

保 証 金 額（総 額）  ○○,○○○,○○○ 円

保   証   期   間  令和〇年○月〇日

工    事    名  ○○○工事

請 負 金 額（総 額）  ○○,○○○,○○○ 円

工         期  令和○年○月〇日  ～  令和〇年○月〇日

請   負   契  約  日  令和〇年○月〇日

預 託 金 融 機 関  ○○銀行 ○○支店

当会社は、前払金保証約款に基づき上記のとおり保証契約を締結し、その責に任じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都○○区○○○・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○建設業保証株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役社長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○　○○

保証証書（前払金保証）
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※登録番号とは、適格請求書発行事業者登録番号のことで、Ｔを頭とする 13桁の番号である。（本市の登録番号（債

権者コード）ではないため注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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１－９ 中間前払金の選択に係る届出書 

  受注者は、中間前払金請求の有無について、前払金請求時に中間前払金の選択に係る届出書

により発注者へ提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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１－１０ 事前協議チェックシート 

  受注者は、契約締結後速やかに、「事前協議チェックシート（工事編）」を用い要領等に定める

事前協議を実施すること。協議に当たっては、事前協議チェックシートの受注者記入部分を記

入のうえ、提出すること。 
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２．工事着手前 

２－１ 建設業退職金共済証紙購入状況報告書及び未提出等理由書 

（１）受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注

者用）を工事請負契約締結後原則 1 ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請

負契約締結後原則 40 日以内）に、発注者に提出しなければならない。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-37 保険の付保及び事故の補償 5） 

（建設業退職金共済の履行確保に関する取扱要領） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-42 保険の付保及び事故の補償  

6. 建設業退職金共済制度の履行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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（２）受注者は、工事請負契約締結後 1ヶ月以内に、掛金収納書を提出できない場合には、「建設

業退職金共済証紙購入状況報告書未提出等理由書（第２号様式）」（以下「理由書」という。）

を提出し、その後、できるだけ速やかに掛金収納書を購入状況報告書に貼付し、提出しなけれ

ばならない。  

 

（３）受注者は、建退共制度の対象となる労働者を雇用しない等の理由により、下請負人も含め

た工事全体で、共済証紙の購入の必要がない場合は、購入状況報告書に代えて理由書を提出

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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２－２ コリンズ（CORINS）登録内容確認書 

  受注者は受注時、変更時、完成時、訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認

のお願い」をコリンズから監督員へメール送信し、内容の確認を受けたうえで、登録機関（JACIC）

に登録申請する。また、登録機関発行の「登録内容確認書」はコリンズから監督員にメール送信

されるため、提出は不要であるが、完了検査時に検査員から提示を求められた場合は提示する。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-5 コリンズ(CORINS)への登録） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-5 コリンズ(CORINS)への登録） 

 

（１）登録対象工事  

受注・変更・完成・訂正時において工事請負金額が 500 万円以上のもの  

  

（２）登録時期  

受注時：契約後、土・日曜日、祝日等を除き 10 日以内  

変更時：変更があった日から土・日曜日、祝日等を除き 10 日以内 

完成時：工事完成（検査合格）後、土・日曜日、祝日等を除き 10 日以内 

訂正時：適宜 

 

また、変更時と完成時の間が土・日曜日、祝日等を除き 10 日間に満たない場合は、変更時

の登録を省略できる。 

 

※工事実績の登録方法については、JACIC ホームページを参照  

（http://ct.jacic.or.jp/）「マニュアル、困った時の操作方法」 
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２－３ 施工計画書 

  施工計画書は、受注者が実施する工事手法の概要を作成することにより、円滑な工事の促進

を図るもので、港湾工事共通仕様書 1-1-4 及び川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-4 で「受注者

は、工事着手前に工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等についての施工計画書を

監督員に提出しなければならない。」と規定している。従って、施工計画書は、受注者の責任に

おいて作成するもので、発注者が施工方法等の選択について注文を付けるものではない。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-4 施工計画書） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-4 施工計画書） 

受注者は、施工計画書に次の事項について記載することを基本とする。  

  

（１） 工事概要  

工事概要については、下記の記載例程度の内容を記載する。なお、以下記載例については、

必ずしもこれによることはない。  

また、工事内容は、設計書の設計内訳書の写しでもよいものとする。 

 

【工事概要記載例】 

   工 事 名 〇〇〇工事 

   工事場所  川崎市川崎区〇〇〇地先 

   工  期 令和〇年〇月〇日から 令和〇年〇月〇日まで 

   請負代金 ￥〇〇〇，〇〇〇,〇〇〇円 

   発 注 者 港湾局川崎港管理センター整備課 

        ＴＥＬ ０４４－２８８-〇〇〇〇 

   受 注 者 株式会社 〇〇建設 

        所在地 〇〇市〇〇区・・・・ 

        ＴＥＬ 〇〇〇－〇〇〇-〇〇〇〇 

 

  【工事内容記載例】 

 

 

 

  設計書の設計内訳書の写しでもよい。 

 

（２） 計画工程表  

計画工程表は、各種別について作業の初めと終わりがわかるネットワーク、バーチャート

等で作成する。作成に当たっては気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の大きい工種

については、不稼働日も考慮して工程計画に反映させることが必要である。  

なお、原則として、計画工程表を提出するものとするが、監督員の承諾を得た場合は、契約

時に締結する「工程表」の写しでもよいものとする。 

 

工事区分 工種 種別 細別 単位 数量 摘要

防波堤 本体工（鋼管矢板式） 鋼管矢板工 鋼管矢板(ﾀｲﾌﾟ1) 本 1

鋼管矢板(ﾀｲﾌﾟ2) 本 20
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  【計画工程表記載例】 

 

 

 

 

 

（３） 現場組織表  

現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統並びに業務分担がわかるように記載

し、監理（主任）技術者、専門技術者を置く工事についてはそれを記載する。 

   

【現場組織表記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 指定機械  

工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規制、標準操作

等）について記載する。 

 

  【指定機械使用計画記載例】 

 

 

 

 

 

（５） 主要船舶・機械  

工事に使用する船舶・機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規制、標

準操作等）以外の主要なものを記載する。 

 

 

 

 

工種 種別 10 20 10 20 10 20 10 20

本体工（鋼管矢板式） 鋼管矢板工

11月 12月項目 単

位

数

量

９月 10月

現場代理人 （事務関係）

TEL FAX 資材担当者 氏 名

労務担当者 氏 名

（技術関係者）

労務安全担当者 氏 名

建設機械担当者 氏 名

交通安全担当者 氏 名

産業廃棄物担当者 氏 名

施工管理担当者 氏 名

氏 名

氏 名 現場事務担当者 氏 名

監理技術者又は

主任技術者

TEL FAX
安全巡視担当者 氏 名

機械名 規格 台数 使用工種 備  考

バックホウ 0.6m3 1 土工 排ガス対策型・低騒音型

バックホウ 0.28m3 1 土工 排ガス対策型・低騒音型
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  【主要船舶・機械使用計画記載例】 

 

 

 

 

 

（６） 主要資材  

工事に使用する指定材料及び主要資材について、品質証明方法、所要数量（数量根拠）及び

材料確認時期等について記載する。 

 

  【主要資材計画記載例】 

 

 

 

 

 

 

（７） 施工方法（使用機械、仮設備計画、工事用地等を含む）  

施工方法は、次のような内容を記載する。  

ア 「主要な工種」毎の作業フロー  

該当工種における作業フローを記載し、各作業段階における以下の事項について記載する。  

イ 施工実施上の留意事項及び施工方法 

工事箇所の作業環境（周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況等）や主要な工種の施工実

施時期（降雨時期、出水・渇水時期等）等について記載する。 

これを受けて施工実施上の留意事項及び施工方法の要点、制約条件（施工時期、作業時間、

交通規制、自然保護）、関係機関との調整事項について記載する。 

また、準備として工事に使用する基準点や地下埋設物、地上障害物に関する防護方法につ

いて記載する。  

ウ 該当工事における使用予定機械を記載する。  

エ その他 

工事全体に共通する仮設備の構造、配置計画等について具体的に記載する。 

その他、間接的設備として仮設建物、材料、機械等の仮置き場、プラント等の機械設備、運

搬路（仮設道路、仮橋、現道補修等）、仮排水、安全管理に関する仮設備等（工事表示板、安

全看板等）について記載する。 

また、記載対象は次のような場合を標準とする。  

① 主要な工種  

② 通常の施工方法により難いもの（例：新技術による施工等）  

③ 設計図書で指定された工法  

④ 共通仕様書に記載されていない特殊工法  

船舶・機械名 規格・性能 数量 使用工種 備  考

全旋回起重機船 550t吊 1隻 本体工 油圧スパット式

引船 鋼D800Ps 1隻 〃 起重機船曳航

10月 11月 12月

鋼管矢板
φ〇〇×t〇〇×L〇〇m

SKY〇〇 重防食⾧：〇m
〇〇本 〇〇（株） 試験成績表

確認時期品名 規格 所要数量 製造業者 品質証明
搬入時期
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⑤ 施工条件明示項目で、その対応が必要とされる項目  

⑥ 特殊な立地条件での施工や関係機関及び第三者対応が必要とされている施工等  

⑦ 共通仕様書において、監督員の「承諾」を得て施工するもののうち、事前に記載できる

もの及び施工計画書に記載することとなっている事項  

⑧ 指定仮設又は重要な仮設工に関するもの  

   

 

【作業フロー（重力式擁壁）の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ｂ）作業では、ＮＴＴの回線ケーブルが埋設されているので、試掘を実施し確認のうえ 

作業を行う。  

Ｅ）型枠応力計算で使用部材及び方法を確認する。  

Ｆ）組立方法の周知徹底と作業主任者による直接の作業指揮  

Ｈ）作業手順の確認  

組立方法の周知徹底と作業主任者による直接の作業指揮  

Ｉ）コンクリート打設高は、○m/１回とする。  

Ｊ）コンクリート強度の確認  

脱型に必要なコンクリート強度を圧縮強度試験により推定し、強度を確認後脱型する。  

 

 

 

Ｋ）埋戻し

 ＢＨ 0.6m3

 振動ローラ、タンパ

［段階確認］

埋戻し前
・不可視部分の出来形確認

G）鉄筋組立 Ｈ）支保工組立

Ｉ）コンクリート車

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾟﾎﾟﾝﾌﾟ車

［段階確認］

床掘掘削完了時

・支持地盤の確認

［段階確認］

鉄筋組立完了時

・使用材料の確認

・設計図書との対比

Ｊ）型枠脱型

Ａ）丁張の設置

Ｂ）掘削・床付

 ＢＨ 0.6m3

Ｃ）残土運搬

 ＤＴ 10t

Ｄ）均しコンクリート

Ｅ）型枠組立 Ｆ）足場組立
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（留意点）  

ａ）指定仮設については、安全を確認する方法として、応力計算等について記述する。  

ｂ）作業フローの記述及び留意事項や施工方法の要点を解りやすく記述する。  

ｃ）共通仕様書、特記仕様書において、「承諾を必要とする事項」及び「施工計画書に記載すべ

き事項と指定された事項」、「重点安全対策の具体的な実施方法」について記述する。また、

次の間接的設備について記載する。  

・現場事務所等の仮設建物  

・材料、機械等の仮置場  

・工事施工上に必要なプラント等の機械設備  

・運搬路（仮道路、仮橋、現道補修等）  

・仮排水  

・工事表示板、安全看板、立入防止柵、安全管理に関する仮設備 

 

 オ 海上工事での記載事項 

① 潜水作業 

受注者は、潜水作業を行う場合、「港湾工事等潜水作業従事者配置要領」により潜水作業従

事者を配置しなければならない。 

 

 【実施体制記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 海上起重機船団作業 

   受注者は、海上起重船団により作業を行う場合、「港湾工事等海上起重作業船団長配置要領」

により船団長を配置しなければならない。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

作業区分 潜水作業指揮者 潜水作業管理者 備  考

電気防食設置 〇〇 〇〇 △△ △△

潜水技士の氏名 潜水技士資格名 資格認定番号

〇〇 〇〇 一級港湾潜水技士 第1-〇〇〇〇

△△ △△ 一級港湾潜水技士 第1-〇〇〇〇

×× ×× 二級港湾潜水技士 第2-〇〇〇〇
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 【海上起重機船団配置の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 施工管理計画  

施工管理計画については、設計図書（「川崎市港湾工事共通仕様書」、「川崎市土木工事施工

管理基準」、「川崎市土木工事写真管理基準」）等に基づき、その管理方法について記載する。  

ア 工程管理  

ネットワーク、バーチャート等の管理方法のうち、何を使用するかを記載する。  

イ 品質管理  

当該工事の品質管理は、「川崎市港湾工事共通仕様書 港湾工事品質管理基準」及び「川崎

市土木工事施工管理基準」等により記述する。  

当該工事で行う品質管理の「試験項目」等について、次のような品質管理計画表を作成す

る。  

※品質管理については、本マニュアル「３－１０ 品質管理書類」を参照すること。 

 

 【品質管理計画表記載例】 

 

 

 

 

 

（留意点）  

① 必要な工種が記載されているか。  

② 施工規模に見合った試験回数になっているか。 

③ 基準にないものの適用は妥当か（受注者と監督員で協議が必要）。  

④ 管理方法や処理は妥当か。  

⑤ 適切な試験方法か。 

 

 

 

〇〇丸

船⾧：〇〇 〇〇

揚錨船

△△丸

船⾧：△△ △△

台船

□□号

起重機船 〇〇t吊

第〇〇〇号

船団⾧：〇〇 〇〇

海上起重基幹技能者講習

第〇〇〇-〇〇〇号

引 船

試験データ 〇〇

盛土 盛土材料 〇〇試験 〇〇〇m3 土質変化時 〇回 〇

本体工 鋼管矢板 形状寸法 〇〇本 搬入時 〇回 試験成績表

管理方法
適用工種 種別 試験項目 施工規模 試験頻度

試験

回数



28 

 

 ウ 出来形管理  

当該工事の出来形管理は、「川崎市港湾工事共通仕様書 港湾工事出来形管理基準」及び「川

崎市土木工事施工管理基準」等により記載する。  

また、該当工種がないものについては、あらかじめ監督員と協議して定める。  

※出来形管理については、本マニュアル「３－９ 出来形管理書類」を参照すること。 

 

【出来形管理計画表記載例】 

 

 

 

 

（留意点）  

① 必要な工種が記載されているか。 

② 施工規模に見合った測定箇所、頻度となっているか。 

③ 不可視部の対応は検討されているか。 

④ 基準にないものの適用は妥当か（監督員と協議が必要）。 

⑤ 自社管理基準を設定し、それに基づき管理する場合は、当該値を記載する。 

 エ 写真管理  

当該工事の写真管理は、「川崎市港湾工事共通仕様書 港湾工事写真管理基準」及び「川崎

市土木工事写真管理基準」等により記載する。  

※写真管理については、本マニュアル「４－２ 工事写真記録」を参照すること。 

 

【写真管理計画表記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工種 形状寸法 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 摘要

〇〇 〇ー〇〇

（施工状況）

 床掘、砕石基礎、

 コンクリート打設

（出来形管理）

 砕石基礎、

  厚さ、幅

 本体

  厚さ、幅、高さ

各施工中

締固後

型枠取外し後

各１回

No.〇〇

100mに１回

No.〇〇

工種 形状寸法 測定基準 出来形図 出来形成果表 摘要

〇〇 ○ー〇〇
測定延⾧〇〇

ｍに１カ所

平面図に実測

延⾧を記入

断面寸法及び

高さについて

成果表を作成
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（留意事項） 「川崎市土木工事写真管理基準 ２－１０撮影の留意事項より」  

写真管理基準の「撮影箇所一覧表」の適用について、次の事項に留意する。  

・「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督員の指示により 

追加・削除するものとする。  

・施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。  

・不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できる 

よう特に注意して撮影するものとする。  

・撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、

凡例図、構造図など）を参考図として作成する。  

・撮影箇所一覧表に記載のない項目については、監督員と写真管理項目を協議の 

うえ取り扱いを定めるものとする。 

 

 

 オ 段階確認  

「設計図書」及び「別表１ 段階確認一覧（P62 参照）」で定められた段階確認項目について

の計画を記載する。 

 

  【段階確認計画表記載例】 

 

 

 

 

 カ その他 

社内検査を行う場合は、当該工事において行う社内検査項目、検査方法及び検査段階につ

いて記述することが望ましい。 

 

（９） 安全管理 

安全管理に必要なそれぞれの責任者や安全管理についての活動方針について記載する。 ま

た、事故発生時における関係機関や被災者宅等への連絡方法や救急病院等についても記載す

る。記載が必要な項目は次のとおり。  

なお、安全関係書類については、本マニュアル「３－１１ 安全教育・訓練報告書」を参照

すること。  

ア 工事安全管理対策  

① 安全管理組織（安全協議会の組織等も含む）  

② 危険物を使用する場合は、保管及び取り扱いについて  

③ その他必要事項  

 

 

 

種別 細別 確認時期 確認項目 確認の程度等 摘要

道路土工 プルーフローリング

実施時

プルーフローリング

実施状況

１回/１工事
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 イ 第三者施設安全管理対策  

建物、電気、電話、水道、ガス等の第三者施設と近接して工事を行う場合の対策  

工事現場における架空線等上空施設については、事前の現地調査の実施（種類、位置等）に

ついて記載する。  

 

ウ 工事安全教育及び訓練についての活動計画  

毎月行う安全教育・訓練の内容を記載する。 

 

  【安全教育・訓練計画記載例】 

 

 

 

 

 

 

  【安全管理組織記載例】 

   労働安全衛生法で定められた責任者について各記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（留意点）  

① 安全管理組織において、現場パトロールの体制や保安員の明記が必要。 

② 関係法令、指針を参考に記載する。 

③ 作業主任者の配置が必要な作業については、作業名及び作業主任者の氏名等を記載する。 

 

※参考 主な法令等は以下のとおり  

・労働安全衛生法  

・港湾工事安全施工指針 

・潜水作業安全施工指針 

・作業船団安全運航指針 

・土木工事安全施工技術指針  

・建設機械施工安全技術指針  

・建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）  

・建設機械施工安全マニュアル 

月 主な作業内容 安全・訓練内容

１月

準備工、仮設工 ・当該訓練内容等の周知徹底

・避難訓練及び担架の使用方法

・ビデオによる安全教育

２月
〇〇工、△△工 ・作業手順の周知、徹底（現場にて再確認）

・車両系建設機械の危険防止について

事務局安全委員 氏 名

機電安全委員 氏 名

土木安全委員 氏 名

自動車安全運行管理者 氏 名

安全管理者 氏 名

衛生管理者 氏 名

安全巡視員 氏 名

（安全委員⾧）
氏 名

〇〇安全衛生責任者

副安全委員⾧

氏 名

安全委員会
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  【安全管理活動記載例】 

 

 

 

 

 

  【免許・資格等一覧表記載例】 

                  作業主任者一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

                  有資格者一覧表 

 

 

 

 

 

 

作業主任者の選任が必要なものについては必ず記載すること。  

共通仕様書等で作業や試験従事者について、資格の確認が求められているものについて

は、技能講習者修了証等の写しを添付すること。 

 

（１０） 緊急時の体制及び対応  

強風、波浪、大雨等の異常気象又は地震、水質事故、工事事故などが発生した場合に対

する組織体制及び連絡系統を記載する。 また、津波の発生に備えて津波ハザードマップ等

により近隣の津波避難施設についても記載する 

他にパトロール等行う場合の要件（強風波浪注意報・警報の発令時等の活動やその後の

点検、点検範囲（現場案内図等）の明示、掘削時、災害時）や項目を記載するものとする。 

 ア 組織体制 

   【記載例】 

 

 

 

 

 

名称 場所 参加予定者 頻度

朝礼 現場 現場作業従事者 毎日

安全巡視 現場 安全巡視員 毎日

資格の種類 氏名 登録番号

地山の掘削作業主任者 正 〇〇 〇〇 第〇〇〇〇〇号

副 〇〇 〇〇 第〇〇〇〇〇号

土止め支保工作業主任者 正 〇〇 〇〇 第〇〇〇〇〇号

副 〇〇 〇〇 第〇〇〇〇〇号

型枠支保工の組立等作業主任者 正 〇〇 〇〇 第〇〇〇〇〇号

副 〇〇 〇〇 第〇〇〇〇〇号

資格の種類 会社名 氏名 登録番号

車両系建設機械運転技能講習

（整地・運搬・積込・掘削）

高所作業者

型枠支保工の組立等作業主任者
〇〇興業 〇〇 〇〇 第〇〇〇〇〇号

〇〇建設 〇〇 〇〇 第〇〇〇〇〇号

〇〇組 〇〇 〇〇 第〇〇〇〇〇号

災害対策部⾧ 災害対策副部⾧ 情報連絡係 氏名

TEL FAX TEL FAX 対策係 氏名

庶務係 氏名

〇〇〇係 氏名

氏名 氏名 〇〇〇係 氏名
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  イ 連絡系統  

連絡系統図には、下記機関の昼間及び夜間の連絡先について記載する。  

① 発注者関係（整備課の担当する班電話番号、港湾管理課、港営課等）  

なお、夜間・休日については整備課・設備課で緊急連絡用に使用している携帯電話の番

号（０９０－５３９１－１３９６）を記載するように受注者へ指示すること 

② 受注者関係（本社・支社、現場代理人、監理（主任）技術者等） 

③ 関係機関（海上保安部・保安署、警察署、消防署、労働基準監督署、救急病院等）  

④ 関係企業（電力会社、ＮＴＴ、水道、ガス会社等）  

その他、現場状況により関係する機関等の連絡先を明記する。 

 

（１１） 交通管理 

工事に伴う交通処理及び交通対策について、川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-34（交通

安全管理）の規定に基づき記載する。  

迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置図並びに交通整

理員等の配置について記載する。  

また、具体的な保安施設配置計画、市道（臨港道路）及び出入口対策、主要材料の搬入・

搬出経路を記載するとともに、ダンプトラック等を使用する場合は、「川崎市土木工事共通

仕様書」同上規定及び「過積載特記仕様書」の規定を確認のうえ、積載超過運搬防止対策

等について記載する。  

なお、神奈川県公安委員会告示第 1 号、第 4 号で定める指定路線で作業を行う場合は、

交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員（交通誘導警備員 A）

を常時１名以上配置することとなっているので、施工計画書に「合格証明書の写し」を添

付するとともに「交通誘導員の配置計画」を記載すること。 

 

（１２） 環境対策 

工事現場周辺の生活環境の保全と、円滑な工事施工を図ることを目的として、環境保全

対策について関係法令に準拠して次のような項目の対策計画を記載する。  

ア 騒音、振動対策 

イ 水質汚濁 

 ウ ゴミ、ほこりの処理 

エ 事業損失防止対策（家屋調査、地下水観測等） 

オ 産業廃棄物の対応 

カ その他 

 

（１３） 現場作業環境の整備 

現場作業環境の整備に関して、次のような項目の計画を記載する。  

ア 仮設関係 

イ 安全関係 

ウ 営繕関係 
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エ 現場環境改善対策の内容 

オ その他 

 

（１４） 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

再生資源利用の促進に関する法律に基づき、次のような項目について記載する。  

ア 再生資源利用計画書（「２－４ 再生資源利用［促進］計画書」を参照）  

イ 再生資源利用促進計画書（「２－４ 再生資源利用［促進］計画書」を参照）  

ウ 建設廃棄物処理計画  

建設副産物に関する共通事項特記仕様書に基づき、建設廃棄物の処理計画を添付する。

その内容は、建設廃棄物の種類別特記仕様書で定める。受注者（排出事業者）は処分業者

と建設廃棄物委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。  

また、収集運搬業務を委託する場合には、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約

を締結する。  

なお、この他、処理計画に添付すべき書類は次のとおり。  

① コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び路盤廃材  

・収集運搬業者名（産業廃棄物収集運搬の許可番号を含む。）  

・「指定工場」の名称（産業廃棄物処分業の許可番号を含む。）  

・処理方法及び運搬経路  

② 建設汚泥等  

・収集運搬業者名（産業廃棄物収集運搬の許可番号を含む。）  

・中間処理及び最終処分業者（処理及び処分場所、産業廃棄物処分業の許可番号を含む。）  

・処理方法及び運搬経路  

③ 建設発生木材等  

・収集運搬業者名（産業廃棄物収集運搬の許可番号を含む。）  

・「指定事業者」の名称（産業廃棄物処分業の許可番号を含む。）  

・処理方法及び運搬経路 

 

（１５） その他 

その他重要な事項について、必要により記載する。  

ア 官公庁への手続き（海上保安部、警察、消防署など）  

イ 地元への周知  

ウ 休日 

 

（１６）変更時 

施工計画の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事

項について、変更施工計画書を作成し提出するが、数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工

計画に大きく影響しない場合については、監督員の承諾を得て新たな変更施工計画書の提出を

省略することができる。  

（例：工期末の精算変更、施工方法の変更を伴わない工事中の数量の増工や工期のわずかな変



34 

 

更）  

また、受注者は維持工事等簡易な工事においては、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省

略することができる。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-4 施工計画書） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-4 施工計画書） 

 

 施工計画書の作成にあたっては、契約書及び設計図書に指定されている事項について記載す

るものとする。  

提出の際は表紙に「工事打合せ簿」を添付し、提出すること。 

 

２－４ 再生資源利用［促進］計画書 

  受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の

対象工事について、本工事に係る再生資源利用〔促進〕計画書を作成し、施工計画書に含め、発

注者に各１部提出し、その内容を説明する。再生資源利用計画を工事現場の見やすい場所に掲

げるなど、公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットに公表するよう努める。ま

た、工事完了後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用〔促進〕実施書を作成

し、各１部提出するとともに、これらの記録を 5 年間保存する。  

（建設副産物に関する共通事項特記仕様書） 

 

（１）再生資源利用計画書の作成対象工事（次のいずれかに該当する工事）  

ア 500m3 以上の土砂を搬入する工事  

イ 500 トン以上の砕石を搬入する工事  

ウ 200 トン以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事  

 

（２）再生資源利用促進計画書の作成対象工事（次のいずれかに該当する工事）  

ア 500m3 以上の建設発生土を搬出する工事  

イ アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で 200 トン以上

搬出する工事  

 

（３）再生資源利用実施書の作成対象工事  

最終請負金額１００万円（消費税を含む）以上の工事  

 

（４）再生資源利用促進実施書の作成対象工事  

最終請負金額１００万円（消費税を含む）以上の工事 
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